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　（趣旨）
第１条　町は、介護支援専門員の資格取得に要する費用の一部を補助することにより、居宅介護支援に係る人材不足の解消を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町介護支援専門員育成事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則（平成１７年南三陸町規則第３３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　（１）　居宅介護支援　介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第２４項に定める居宅介護支援をいう。
　（２）　介護支援専門員　法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。
　（３）　主任介護支援専門員　介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員をいう。
　（４）　介護事業所等　次に掲げる事業所又は施設であって、町内に所在するものをいう。
　　　　ア　法第８条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業所
　　　　イ　法第８条第１４項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
　　　　ウ　法第８条第２４項に規定する居宅介護支援を行う事業所
　　　　エ　法第８条第２７項に規定する介護老人福祉施設
　　　　オ　法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設
　　　　カ　法第８条第２９項に規定する介護医療院
　　　　キ　法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）を行う事業所
　　　　ク　法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
　　　　ケ　法第１１５条の４５第１項に規定する第１号事業を行う事業所
　（補助の対象）
第３条　補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
（１）　町内に住所を有するものであって、前条第２号又は第３号の資格取得を目指す者
（２）　町内の介護事業所等に就労している者又は就労しようとする者
第４条　補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。
　（１）　介護支援専門員実務研修受講試験の受験料
　（２）　介護支援専門員実務研修の受講料及び介護支援専門員証の交付手数料
　（３）　介護支援専門員更新研修の受講料及び介護支援専門員証の交付手数料
　（４）　介護支援専門員再研修の受講料及び介護支援専門員証の交付手数料
　（５）　主任介護支援専門員研修の受講料及び介護支援専門員証の交付手数料
　（６）　主任介護支援専門員更新研修の受講料及び介護支援専門員証の交付手数料
　（補助金の額及び交付の限度）
第５条　補助金の額は、前条各号に掲げる費用に２分の１を乗じて得た額とする。
２　前項の補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
３　前条第１号の補助金の交付は、１人につき１回限りとする。
　（交付の申請）
第６条　規則第４条第１項の規定による申請は、南三陸町介護支援専門員育成事業費補助金交付申請書（様式第１号）により行わなければならない。
　（交付の決定及び通知）
第７条　町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
２　町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは南三陸町介護支援専門員育成事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは南三陸町介護支援専門員育成事業費補助金不交付通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。
　（実績報告）
第８条　規則第１３条第１項の規定による事業費補助事業等実績報告書は、南三陸町介護支援専門員育成事業費補助事業実績報告書（様式第４号。以下「実績報告書」という。）により行わなければならない。
　（補助金の額の確定）
第９条　町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、規則第１４条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。
２　規則第１４条の規定による通知は、様式第５号によるものとする。
　（補助金の返還）
第１０条　規則第１７条第１項又は第２項の規定により補助金の返還を命ずるときは、様式第６号によるものとする。
　（その他）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和４年６月１日から施行する。

